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第 3 回策定委員会（４/12）のご意見に対する対応表 

 
対象対象対象対象    意見意見意見意見    対応方針対応方針対応方針対応方針    

・まちづくりの

基本理念 
・まちづくりの基本理念については、文章化

して分かりやすく説明を追加するべきであ

る。 
 

→ご意見のとおり対応しました。 
→資料-2 （ｐ.3）、基本理念の考え

方を位置づけました。 

・将来像がスローガンであり、イメージが湧

きにくい。市が進む方向としての大きなフ

レーム作りが大切である。 
・急速な高齢化に備えた計画が必要である。 
・少子高齢化を見込んで、７万人のレベルで

高齢者対応型のまちづくりを考えても良い

のではないか。 
・コンパクトシティをどう考えるのか。 
 

→ご意見のとおり対応しました。 
→資料-2 3-2 都市づくりの基本方針

（ｐ.6～7）、3-3 都市づくりの基本 

目標（ｐ.8～17）において、少子

化・高齢化を前提とした、市のこ

れからのまちづくり（都市構造）

の考え方を、イメージ図等を用い

位置づけました。 
 

・将来都市像 

・人口減少を前提にするのか。それとも、交

流人口 10 万人を目指して計画するのか。 
・何をすれば人口が 7 万人で留まるのか。 
 

→本計画の目標年次である平成 44
年には人口が約 64,000 人に減少

し、人口減少は一段と加速します。 

このため、本計画に位置づける施

策を実施することによる人口増を

加え、定住人口約 70,000 人を将来

人口フレームとしました。 
 

・基本目標の中では「行田らしさが光るまち」

が一番重要ではないか。 
・自然環境の維持保全は行田にとって生命線

であり、21 世紀が環境の時代であることを

ふまえ、環境面をクローズアップしてはど

うか。 
 

→ご意見のとおり対応しました。 
→資料-2 （ｐ.2）、基本目標１と

して構成を再整理し、（ｐ.9～10）
にまちづくりの視点、目標を具体

的に位置づけました。 

・基本目標の中に「市民参加の機会の創出」

として人に関することが最後に出てくる

が、３つの目標である「暮らしの充実」、「に

ぎわいの創出」、「水と緑と歴史の継承」の

いずれにも関わってくるものである。 
 

→ご意見のとおり対応しました。 
→資料-2 （ｐ.2）、基本目標４と

して構成を再整理し、（ｐ.17）に

まちづくりの視点、目標を具体的

に位置づけました。 

・都市づくりの

基本目標 

・若い人が行田に住みたくなるような「落ち

着いて学べるまち」、「子どもの教育は行田

市で受けたいと思えるまち」を目指すべき

である。 
・幼児教育に力を入れてはどうか。 
・教育であれば、小・中・高一貫教育の体制

にしてはどうか。 
・高齢化で農家が少なくなる。農業の振興方

策などは、もっと具体的でなければならな

い。 

→ご意見は、都市計画マスタープラ

ンに反映することはできません。 

→本市のまちづくりを進める上で、

重要な視点でありますが、都市計

画の分野での位置付けは難しいテ

ーマであることから、ご意見を関

係部署に申し伝えます。 

→なお、農業振興については、今年

度策定予定の、産業振興ビジョン

の検討の中で対応するものとしま

す。 

 

参考資料-１ 
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対象対象対象対象    意見意見意見意見    対応方針対応方針対応方針対応方針    

・具体的に何をやるのか、位置づけるのか。 
 

→ご意見のとおり対応しました。 

→資料-3 「全体構想にかかる分野別

方針」において、前回お示しした

基本目標に基づき、より具体的な

方針や主な取組みを位置づけまし

た。 
 

・人口増を目指すには、前谷地区の土地利用

計画などを進めるべきである。 
・前谷地区は JR 吹上駅に近く、通勤・通学

の利便性が高い。この地区の都市基盤整備

は、市の活性化につながる。 
 

→資料 -2 （ｐ .18～19）、資料 -3 
（ｐ.8）において、住居系土地利

用検討ゾーンに位置づけました。 

・次の時代を担う産業をどこにどのようにつ

くるか。 
 
 
 
 

→資料 -2 （ｐ .18～19）、資料 -3 
（ｐ.6、8）において、次世代を担

う産業の育成に関して、産業拠点

と産業系土地利用検討ゾーンを位

置づけました。 

・資料にある歴史資源を活用した地域産業だ

けで良いのか。 
 

→資料-2 （ｐ.14～16）、資料-3 4-6
交流に関する整備方針（ｐ.33～
37）において、歴史資源は地域資

源に含まれることから、地域資源

を活用した産業振興として整理し

ました。 
 

・産業を誘致して、市内に住んでもらうには

どうしたら良いか。 
 

→資料-3（ｐ.3～8）において、住居

系土地利用検討ゾーンや住環境に

関する事項ついて、位置付けまし

た。 
 

・市街化調整区域における都市計画法第 34
条 11号・12号の扱いについて議論が必要。 

・青地を転用して土地利用することも議論す

べきである。 
 

→本計画の都市構造として、市街化

区域に人口密度の高い拠点を創る

ことを基本としており、市街化調

整区域の開発については、無秩序

な宅地の拡散を抑制しつつ、既存

集落地の維持を図るものとしま

す。 

 

・基本目標の実

現に向けて 

・若い人に住んでもらうためには、生活圏、

生活道路、生活の足を整備する必要がある。 
・JR各駅への交通アクセスが不便であること

が問題である。 
 

→ご意見のとおり対応しました。 

→資料-3 4-2道路・交通に関する整

備方針（ｐ.9～15）において、利

便性を高める交通環境の充実を方

針として位置付けました。 
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対象対象対象対象    意見意見意見意見    対応方針対応方針対応方針対応方針    

・目標の実現方策については、予算付けも含

めて策定委員会で検討をするのか。 
・具体的な案を出して、それをもとに H25 年

度から施策を実施しようという理解で良い

か。 

→本計画は、都市計画の基本的な方

針を示すものであり、都市計画に

関連する全ての分野について位置

付けを行うものであることから、

個々の事業に対する予算措置の検

討は行いません。 
→計画策定後は、計画期間内で各施

策を達成するために、事業を実施

するものとします。 
→第 6 章「実現に向けて」の中で、

重点的な施策の位置付けや優先順

位について検討することとしま

す。 
 

・一極集中で、それを実施することで基本目

標が達成できる方策が望ましい。 
・何を重点的にやるのかが見えない。 
・基本目標については、今後は優先順位を付

けてどう実行するかを検討するべきであ

る。 
 

→第 6 章「実現に向けて」の中で、

重点的な施策の位置付けや優先順

位について検討します。 
→なお、重点的な事業の位置付けな

ど、委員の皆様からご提案を頂き

たいと存じます。 

・商工会議所などの地域を支えている組織、

企業、商店、教育機関などの組織が、計画

にどう係わるかを明らかにすべきではない

か。 

→今後、産業を含めた関係団体との

意見交換会を実施し、ご意見を反

映する予定です。 
 
 

・今年度に策定予定の産業振興ビジョンと都

市計画マスタープランが連携できると良

い。 

→これからの策定となりますが、関

係部署と連携を図りながら、その

検討内容について、本計画と整合

を図る予定です。 

 

・基本目標の実

現に向けた

体制づくり

など 

・行田商工会議所 100 年委員会による「活力

あるまちづくりを目指して、人間の大地プ

ロジェクト」報告書も参考にして頂きたい。 
 

→ご意見のとおり、参考とさせてい

ただきました。 
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対象対象対象対象    意見意見意見意見    対応方針対応方針対応方針対応方針    

・目標の実現に

向けた課題 
【事務局変更点】 
第 3回策定委員会資料に対する変更について 

・資料-3 （全体構想にかかる分野別

方針）の作成にあたり、基本目標

と課題の関係を以下のように、整

理しました。 
 

 

 

４市民一人ひとりが主役のまち 

２笑顔で暮らす、住みよいまち 

３笑顔あふれ、にぎわいを生むまち 

    

１行田らしさが光るまち 

３ 子どもからお年寄りまで快適で安全・

安心に暮らせるまち 

２ 歴史的な街並みや調和のある都市景

観が形成され、歴史が息づくまち 

 

市民・民間事業者・行政機関等が相互に

連携した、市民が主役のまち 

1 美しい水と緑・田園風景が広がる、環

境に配慮したまち 

１ 都市拠点の活性化と周辺地域の生活

環境の調和がとれたまち 

２ 良好な都市環境が整った交通利便性

の高いまち 

１ 産業振興により雇用の場が確保され、

活き活きと働き暮らせるまち 

２ 市民と来訪者の交流がにぎわいを生

み、快適に過ごせるまち 

３ 地域産業が活発な活力のあるまち 

 

------------------------------------------------基本目標基本目標基本目標基本目標------------------------------------------------    

土地利用に関する課題 

自然環境及び公園・緑地 

に関する課題 

道路・交通に関する課題 

生活環境に関する課題 

景観に関する課題 

交流に関する課題 

都市の魅力を

高める施設に

ついて 

市民参加・情報

発信について 

1 美しい水と緑・田園風景が広がる、環

境に配慮したまち 

    

    

    

    

    

    

資料-3 
分野別分野別分野別分野別    

方針方針方針方針    

 

----------------目標目標目標目標のののの実現実現実現実現にににに向向向向けたけたけたけた課題課題課題課題----------------    

資料-２ 
将来都市像将来都市像将来都市像将来都市像    

（都市拠点） 

 

第６章  

実現に向けて 

基本目標と課題の関係図 


